
令和 4年 2月 4日 

組合員 各位 

大阪オートバイ事業協同組合 

専務理事 福 井 二 朗 

事故車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会 

開催のご案内 

拝啓，時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。 

国土交通省の「事故車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会」

を開催することとなりましたのでご案内致します。 

なお、許可証の有効期限が３年間となっておりますので令和 2 年

と令和 3年に受講された方は今回受講の必要がありません。 

                          敬具 

記 

１．開催日時  ３月１１日（金） 午後２時より午後６時まで 

２．開催場所  大阪オートバイ事業協同組合 オークション会場 

４．受講費用（当日受付にて徴収します） 

   ・組合員 ４,０００円（資料代、申請代、消費税を含む） 

 ・組合員外８,０００円（資料代、消費税を含む） 

 

受講される方は、参加申込書と当該車両の車検証、任意保険のコピ

ーを一緒にＦＡＸ願います。 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

大阪オートバイ事業協同組合 事務局 行 

「事故車等の排除業務に係る有償運送許可」 

研修会参加申込書 

組合員名又は販売店名  

受講者氏名 
 

ＦＡＸ（０７２）９８６－１９１４ 


